
 

再び、緊急事態宣言発令！ 

新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が再度、兵庫

県に発令されました。すでに７日に、首都圏の１都３県に発令され

ており、その他の地域でも、感染者が急増しています。 

兵庫県においても、新規感染者が依然高い水準で推移しており、

何としても感染拡大を食い止めなければなりません。 

この宣言に合わせ、兵庫県知事より「外出自粛」、「イベントの開

催制限」、「施設の使用制限」等の要請がなされました。相生市にお

きましては、こうした要請に従い、公共施設における使用制限の実

施など協力をお願いしていくこととなります。 

市民の皆様には、ご自身や大切な方の生命・健康を守るためにも、

不要不急の外出を控え、一人ひとりが「うつらない・うつさない」

との強い思いを持って、感染防止に取り組んでください。引き続き、

ご不便、不都合をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。 
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